
申告の受け付けが
始まります

　令和８年度分の市県民税の申告と所得税等の確定申告の受け付けが始まります。令和７年中に所得のあっ
た人や、税額控除や所得控除の適用を受ける人は、申告を行ってください。

税務課市民税係　☎(63)2112

申告が必要か確かめましょう～市県民税申告フローチャート～
ス タ ー ト
令和8年1月1日に鹿沼市に住民登録がありましたか？

令和7年1～12月の間に収入はありましたか？ 誰かの税法上の扶養になっていますか？

令和8年1月1日時点で住民登録をしていた市町村
に、申告が必要か確認をしてください。

主な収入の種類は何ですか？（下の①②③から選択）
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①年金収入の人 ②給与収入の人
（パート・アルバイトを含む）

③　①と②以外の人
（農業・営業・不動産等）

チャート結果
Ａ…確定申告も市県民税申告も
　　不要です。
Ｂ…市県民税の申告が必要です。
　　（日程等は、４ページ参照）
　　控除等の追加により、所得税
　　が還付になる人については、
　　確定申告が必要になる場合
　　があります。
Ｃ…所得税の確定申告が必要です。
　　（日程等は、３ページ参照）
　　Ｃに該当しない人でも、3ペー
　　ジの「市県民税申告会場で
　　受付できない申告内容」に
　　該当する申告は鹿沼税務署
　　での申告をお願いします。

年金収入が１４８万円以下ですか？
（６５歳未満の人は９８万円以下）

次のいずれかに該当しますか？
・	２カ所以上から給与がある
	 (退職した勤務先分を、現在の勤
務先で年末調整した人は除く)

・	勤務先で年末調整をしていない
〇上記いずれの場合も、所得控除
の合計額が所得金額より大きい
ときは、「いいえ」にお進みくださ
い。

所得金額(収入－経費)が所得税の
所得控除よりも大きいですか？

給与以外の所得
金額（収入―経
費）が２０万円を
超えますか？(年
末調整をしてい
ない給与収入が
ある場合は合計
する)

医療費、寄附金
等の控除を追加
しますか？

源泉徴収票に記
載のある「源泉
徴収税額」は０
円ですか？

Ｃ Ｂ

Ａ

※２０万円を超えな
い収入の種類が
公的年金収入の
場合は、申告不要
です。

Ｃ Ｂ

ＣＢ

※

年金以外に収入はありましたか？

Ｃ Ｂ

年金以外の所得金額
(収入－経費)が２０万
円を超えますか？

※２０万円を超えない収
入の種類が給与収入
の場合は、申告は不要
です。

※

※ ※Ｂ

国民健康保険税・医療費・寄附金等
の控除を追加しますか？

Ａ
※年金収入が４００万円以上の人は、確定申
告が必要な場合があります。

給与以外の所得がありましたか？
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はい

はい

はい

は
い

は
い

は
い

はい

はい

●所得控除とは
　社会保険料控除、生命保険料控除、
　基礎控除、扶養控除等

▲市ホームページ
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申告に必要なものや申告上の注意点を確認しましょう
前ページＢ に当てはまる人は市県民税の申告が必要です※日程と会場は次ページをご確認ください。

前ページ C に当てはまる人は所得税の確定申告が必要です

申告上の注意点
・	収支内訳書や医療費控除の明細書等は、事前に作成してから受付会場へ来てください。
・	税務署から申告書やはがきが届いた人は鹿沼税務署での申告をお願いします。給与・年金収入のみの
人以外は市役所で申告を受けられないことがあります。（詳細は、2ページのフローチャート参照）

市県民税申告会場で受け付けできない申告内容
青色申告、譲渡所得【土地・家屋（収用を含む）・金・鹿沼土など】、山林所得、株譲渡、配当所得、先物所得、 

 繰越損失、雑損控除【風水害など】、住宅借入金控除全般、過年度分確定申告、肉用牛の免税に関する申告は

鹿沼税務署の確定申告会場での申告をお願いします。

申告に必要なもの
・市県民税申告書
・マイナンバーカード
　（マイナンバーカードを持っていない人は、
運転免許証や資格確認書などの身元確認書類
をお持ちください）
・所得金額を証明する書類（給与所得や公的年
金所得の人は源泉徴収票等）
・事業所得（農業所得を含む）などのある人は、
収支内訳書

・令和7年中に支払った国民年金保険料・国民健康保険	
　税・介護保険料などの領収書、生命保険料・地震保険料	
　などの控除証明書
・障害者控除を受ける…身体障害者手帳、療育手帳、精神	
　障害者保健福祉手帳または障害者控除対象者認定書等
・医療費控除を受ける…令和7年中に支払った医療費の	
「医療費控除の明細書」（保険などの補てん金額の分か	
　る書類も持参）

所得税等の確定申告 のお知らせ 鹿沼税務署　☎(64)2151

ローソン

鹿
沼
市
役
所

福田屋百貨店

ビバホーム開設期間　2月16日㈪～3月16日㈪（土・日・祝日等を除く）
受付時間　午前8時30分～午後4時（相談は午前9時～）
申告会場　鹿沼税務署（東末広町1934－24）
※鹿沼商工会議所アザレアホールは申告会場ではありません。
※申告会場に入場するには、入場整理券が必要となります。国税庁	
ＬＩＮＥ公式アカウントから事前に取得をお願いします。また、毎
朝８時30分から当日分の入場整理券を配布しますが、状況に	
より相談受付（入場整理券の配布）を終了します。
※確定申告会場開設期間中は、鹿沼税務署敷地内には駐車場がありま
せん。車でお越しの人は福田屋百貨店の立体駐車場をご利用ください。

申告会場に来られない人
　申告書は郵送でも提出ができます。
　また、申告を家族など代理人に依頼することも可能です。
●確定申告書送付先　
　〒328-8587　＜宛先＞関東信越国税局業務センター栃木分室　※送付先住所の記載は不要です。

市県民税申告会場で受け付けを行いません
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学校教育課学校教育係 ☎(63)２２３９
総合政策課政策係       ☎(63)２１４６

　12月13日㈯、市内10校の中
学校から選出された中学生議員
による、「中学生議会」が開催さ
れました。鹿沼市の未来を担う
中学生が、市政に対する質問を
自ら考え、実際に議場で市長等
執行部との議論を体験しました。

　中学生議会は、市議会の一般質問通告方式
に準じて実施しました。中学生議員たちは、市
長などの答弁を受けて再質問を行うなど、議論
を重ねた特別な機会となりました。

▲ 議長も中学生が務めました。
　 （左から）小林麗心さん、八百井逞鳳さん、久保亮介さん

　本物の議会さながらの
緊張感に包まれる中でも、
議員になった中学生たち
は堂々と質疑を行ってい
ました。

鹿沼・粟野合併20周年記念
中学生議会 ～未来のいちご市へ～

中学生議員と発言要旨
議席
番号 議員氏名 中学校名 発言要旨

１ 荒井　陸桜 加蘇中 鹿沼の「いちご」が全国１位になるた
めについて

２ 石川　愛莉
北犬飼中

空き家対策について

３ 加藤　煌晴 超高齢化社会に係る課題について

４ 近澤　優和
西中

鹿沼秋まつりを核とした観光振興のため
の宿泊環境整備と戦略的誘致について

５ 八百井逞鳳 伝統文化の学びを深化させる中学校教育と
秋まつりへの主体的な参画促進について

６ 松島　花倫
北中

地域の人たちが知り合い助け合えるよ
うにすることについて

７ 芳谷　心優 障がい者や高齢者、誰もが安全で暮ら
しやすい街をつくることについて

８ 久保　亮介 南押原中 空き家の活用方法について

９ 小林　奏音
粟野中

登下校の安全確保について

１０ 萩原　結衣 国際（交流）教育の推進について

１１ 渡邉　莉奈
板荷中

自然災害（大雨、大雪、雷など）、鳥獣被
害から地域を守ることについて

１２ 島田　恵佑 空き家を解体したり、活用したりするこ
とについて

１３ 小林　麗心
北押原中

通学路における問題点について

１４ 山本　晃大 商店街の発展と活性化について

１５ 石塚　そよ
南摩中

子ども関係の施設の充実について

１６ 染谷　隆太 お店などの整備について

１７ 福冨　陽葉
東中

鹿沼市全体の税収とその割合及び明
るく、過ごしやすい町づくりについて

１８ 金林　晴葵 地球にやさしい町のために、公共交通機関
リーバスの利用を促進することについて
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令和８年度分(令和７年中所得)市県民税申告受付日程表

申告期間を通して、市役所本庁では申告を受け付けませんのでご注意ください。

市県民税申告の受付期間

受付場所・時間

２月５日㈭～３月１６日㈪

地区分けはしていないため、住所地に
かかわらずどの会場でも申告を受け
付けることができます。

各コミュニティセンター
　午前９時～１１時３０分／午後１時～３時

鹿沼市民情報センター
　午前９時～１１時３０分／午後１時～４時

受付日 申 告 会 場

２

月

5 木 板荷コミュニティセンター
6 金 西大芦コミュニティセンター
9 月 北犬飼コミュニティセンター10 火
12 木 菊沢コミュニティセンター13 金
16 月 東大芦コミュニティセンター
17 火 北押原コミュニティセンター18 水
19 木 東部台コミュニティセンター20 金
24 火 南押原コミュニティセンター25 水
26 木 加蘇コミュニティセンター
27 金 南摩コミュニティセンター

３

月

2 月
3 火 粟野コミュニティセンター4 水
5 木 清洲コミュニティセンター
6 金 永野コミュニティセンター
9 月 粕尾コミュニティセンター
10 火

市民情報センター
３階　会議室

11 水
12 木
13 金
16 月

■ 時間外申告受付について
　市役所から住民税申告書が送付された人で上記の日程では都合がつかない場合、下記の日程で市県民税申
告を受け付けます（要電話予約）。

■ 申告会場に来られない人
　郵送での申告も受け付けていますので、積極的にご利用ください。
　●市県民税申告書送付先
　　〒322-8601　鹿沼市今宮町１６８８‐１　鹿沼市役所税務課市民税係
　●確定申告書送付先　
　　〒328-8587　関東信越国税局業務センター栃木分室　※送付先住所の記載は不要です。

受付日 申告受付時間 受付人数 申 告 会 場

３月１１日㈬ 午後５時３０分～７時 ３０人程度 市民情報センター
３階会議室

予約開始日　２月２日㈪～３月１０日㈫
予約時間　午前８時３０分～午後５時
予 約 先　税務課市民税係	☎(63)2112

※予約申し込みが多数の場合は、受け付けできない場合もありますのでご了承ください。
※所得税の確定申告は対象外です。確定申告の時間外受付は、鹿沼税務署（☎(64)2151）にご相談ください。

※申告に必要なもの（3ページ参照）を準備の上、
　会場へ来てください。

※家族などの代理人による申告もできます。
　（同一世帯の人に限ります）

※同一世帯以外の人が申告に訪れる場合は
　委任状が必要になります。
　（委任状の様式は鹿沼市ホームページに掲載
　してあるものをダウンロードしてお使いください）

市民情報センターでの受付は、
3月10日㈫以降 のみとなります。

！
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